






第１回流域治水の推進に向けた関係省庁実務者会議 

議事次第 

 

令和２年１０月２８日（水） 

１６：００～１７：００ 

中央合同庁舎２号館共用会議室２ 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

 （１）流域治水について 

（２）国土交通省の取組状況について 

 （３）各省庁の取組状況について 

 （４）その他 

 

３ 閉会 
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流域治水の推進に向けた関係省庁実務者会議 出席者 

 

〇廣瀬 昌由  国土交通省水管理・国土保全局河川計画課長  

矢崎 剛吉  内閣府政策統括官（防災担当）付参事官  

田辺 有紀  金融庁監督局総務課監督調査室長 

望月 明雄  総務省大臣官房企画課長 

       （※上田 紘嗣 大臣官房企画課 課長補佐 代理出席） 

齋藤 秀生  消防庁総務課長 

       （※石川 真也 消防庁総務課 課長補佐 代理出席） 

湯下 敦史  財務省理財局総務課長 

野口 健   文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官  

鷹合 一真  厚生労働省大臣官房厚生科学課健康危機管理・災害対策室長 

豊  輝久  農林水産省農村振興局整備部水資源課長 

佐伯 知広  林野庁森林整備部治山課長  

中奥 龍也  水産庁漁港漁場整備部防災漁村課長  

松田 達哉    経済産業省経済産業政策局地域経済産業グループ地域産業基盤整備課工業用水道計画官  

森本 将史   資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課電力供給室長 

下出 政樹  中小企業庁事業環境部経営安定対策室長  

千葉 剛輝  気象庁大気海洋部業務課長  

関谷 毅史  環境省地球環境局総務課長 

●中込 淳   内閣官房国土強靱化推進室参事官  

●阿部 敦壽  財務省主計局国土交通・公共事業総括第一係 

 

（〇：議長） 

（●：オブザーバー） 

（敬称略） 
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流域治水の推進に向けた関係省庁実務者会議の開催について（案） 

 

１ 水害の激甚化等を踏まえ、「流域治水」の推進に向けて、関係行政機関相互の緊密な連

携・協力の下、総合的な検討を行うため、流域治水の推進に向けた関係省庁実務者会議

（以下「会議」という。）を開催する。 

 

２ 会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、関係

者の出席を求めることができる。 

 

   議 長 国土交通省水管理・国土保全局河川計画課長 

   構成員 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官 

       金融庁監督局総務課監督調査室長 

       総務省大臣官房企画課長 

消防庁総務課長 
財務省理財局総務課長 

       文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官 

厚生労働省大臣官房厚生科学課健康危機管理・災害対策室長 

農林水産省農村振興局整備部水資源課長 

林野庁森林整備部治山課長 

水産庁漁港漁場整備部防災漁村課長 

経済産業省経済産業政策局地域経済産業グループ地域産業基盤整備課工業用水道計画官 

資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課電力供給室長 

中小企業庁事業環境部経営安定対策室長 

気象庁大気海洋部業務課長 

環境省地球環境局総務課長 

 

３ 会議の庶務は、国土交通省水管理・国土保全局において処理する。 

 

４ 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定め

る。 

 

５ 会議の内容は、原則として公開とする。 

 

資料１
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